
長野県への移住と 

林業への就業をご検討の方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算して 5 年以上県外に在住していたこと。 

◆住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算して 5 年以上県外で就労していたこと。 

（ただし、県外での通学の期間を通算することができます） 

◆住民票を移す直前に、連続して 1 年以上県外に在住かつ就労していたこと。 

◆長野県内の林業事業体（マッチングサイトへ求人が掲載されている事業体等）に就業した者。 

◆林業移住支援金の交付申請日から 5 年以上継続して 

長野県内に居住かつ就業先の林業事業体に勤務する意思を有している者。 

…他にも色々な要件があるため、詳細は下記へお問合せいただくか、HP をご覧ください。 

 

…マッチングサイト（長野県移住支援金対象求人情報サイト） 

へ求人が掲載されている事業体はこちら 

林業移住支援金の主な要件 

◆単身の場合 最大 60 万円 ※１ 

◆２人以上世帯の場合 最大 100 万円 ※１ 
支給されます！ 

                  

◆18 歳未満の世帯員 1 人につき 最大 100 万円 ※１ 
が加算される場合があります！ 

林業移住支援金 

※１ 支給金額・要件は移住先の市町村によって異なります。（実施していない市町村もあります。） 
※２ 東京圏： 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 
※３ UIJ ターン就業・創業移住支援金は林業以外に就業する場合も対象となります。 
※４ 東京圏・愛知県・大阪府からの移住であって UIJ ターン就業・創業移住支援金の要件に適合 
   しない場合に、林業移住支援金の対象とできる場合があります。 

 

（一財）長野県林業労働財団  

（長野市岡田町 30-16） 

 TEL： 026-225-6080 
 E-mail： shien2@nrinrou.net 
  HP： https://nrinrou.net/business/assist/  

（助成事業 ４林業移住支援） 

東京圏※2・愛知県・大阪府 から移住 

 

 

長野県産業労働部労働雇用課  

（長野市南長野幅下 692-2） 

 TEL： 026-235-7201 
E-mail： koyotai@pref.nagano.lg.jp 

 

 

各市町村 移住支援金担当窓口 

その他の道府県 から移住 

 
UIJ ターン就業・創業移住支援金※3 

の対象となります。 

林業移住支援金※4 の対象となります。 

お問合せ先／申請先 お問合せ先（制度全般） 

お問合せ先（個別要件）／申請先 

長野県 マッチングサイト 
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